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様式３－２ 

会 議 結 果 

 次の会議を下記のとおり開催した。 

審 議 会 等 名称 
１ 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会 都市公園部会 

２ 神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会 

開 催 日 時 

１ 平成 26年４月 17日（木）９:00～15:00 

平成 26年４月 18日（金）10：20～15：00 

２ 平成 26年４月 18日（金）９：00～10：20 

開 催 場 所 神奈川県庁 本庁舎地下１階 014会議室 

（ 役 職 名 ） 

出 席 者 

１ 金子 忠一 委員（委員長）、加藤 真司 委員（副委員長）、 

飯島 健太郎 委員、若木 一美 委員及び岡本 由美子 委員 

２ １の委員（委員長及び副委員長を含み、飯島委員を除く。）並びに 

高橋 和子 委員、小川 眞佐子 委員及び中山 紀子 委員 

次回開催予定日 平成 26年５月８日（木）及び９日（金） 

問 い 合 わ せ先 

１ 都市公園課 本多（電話番号 045-210-6221） 

２ 都市公園課 本多 及び スポーツ課 市倉（電話番号 045-210-8939） 

フォームメール（神奈川県及び神奈川県教育委員会のホームページから問い合わ

せフォームが御利用いただけます。） 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0717/ 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/4007 
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１ 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会 都市公園部会 

○開会 

両日とも全委員の出席により会議が有効に成立していることを報告。 

○会議の公開 

  両日とも、神奈川県情報公開条例第25条第１項第２号「会議を公開すること

により当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると

き」に該当すると判断し、会議を非公開と決定した。 

○審査対象 

募集した全公園（スポーツ施設との一括募集とした相模湖公園及び秦野戸川

公園を除く21募集単位） 

○選定審査 

公園ごと、申請者ごとに、選定基準に則り書類審査（第１次審査）を実施し

た。各委員の採点結果をもとに、委員の協議により委員会としての評価を行っ

た。すべての申請者が面接審査（第２次審査）に進むこととなった。 

２ 神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会 

○開会 

全委員の出席により会議が有効に成立していることを報告。 

○会議の公開 

  神奈川県情報公開条例第25条第１項第２号「会議を公開することにより当該

会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるとき」に該当す

ると判断し、会議を非公開と決定した。 

○審査対象 

一括募集した２案件（相模湖公園及び相模湖漕艇場並びに秦野戸川公園及び

山岳スポーツセンター） 

○選定審査 

案件ごとに、選定基準に則り書類審査（第１次審査）を実施した。各委員の

採点結果をもとに、委員の協議により委員会としての評価を行った。相模湖公

園及び相模湖漕艇場の申請者（１団体）については、評価点の合計が基準点に

満たなかったことから失格とした。秦野戸川公園及び山岳スポーツセンターの

申請者については、面接審査（第２次審査）に進むこととなった。 

以 上 
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